
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　０．８質量％以下（０質量％を含まない）のＦｅおよび０．５質量％以下（０質量％を
含まない）のＳｉを含有し、残部がＡｌ および

０．１５質量％以下の不可避不純物からなるアルミニウム合金板であり、集合組
織として、Ｓ方位の方位分布密度が１２以上であり、且つＣｏｐｐｅｒ方位の方位分布密
度が１０以上であることを特徴とする表面処理用アルミニウム合金板。
【請求項２】
　圧延方向に対して直角方向の結晶平均粒径が７０μｍ以下である請求項１に記載のアル
ミニウム合金板。
【請求項３】
　更に他の元素として、Ｔｉ：０．１質量％以下（０質量％を含まない）および／または
Ｂ：０．１質量％以下（０質量％を含まない）を含有するものである請求項１または２に
記載のアルミニウム合金板。
【請求項４】
　更に他の元素として、Ｃｕ：０．５質量％以下（０質量％を含まない）および／または
Ｍｎ：０．５質量％以下（０質量％を含まない）を含有するものである請求項１～３のい
ずれかに記載のアルミニウム合金板。
【請求項５】
　更に他の元素として、Ｍｇ：０．５質量％以下（０質量％を含まない）を含有するもの
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、 各元素の夫々が０．０５質量％以下で且
つ合計で



である請求項１～４のいずれかに記載のアルミニウム合金板。
【請求項６】
　更に他の元素として、Ｃｒ：０．３質量％以下（０質量％を含まない）および／または
Ｚｒ：０．３質量％以下（０質量％を含まない）を含有するものである請求項１～５のい
ずれかに記載のアルミニウム合金板。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載のアルミニウム合金板を製造するに当り、鋼塊に均熱化
熱処理を施した後、圧延開始温度を４５０℃以下として開始パスから５０ｍ／分以上の圧
延速度で、且つ圧下量３０ｍｍ以上または１パス圧下率３０％以上のどちらかを満足させ
つつ、終了温度を３００～３７０℃とする熱間粗圧延を行ない、引き続き熱間仕上げ圧延
の最終パスにおいて圧延速度が５０ｍ／分以上で仕上げ巻き取り温度を３００℃以下とし
、次いで圧下率４０％以上の冷間圧延を行なった後、中間焼鈍を施して更に５０％以上の
圧延を行なうことを特徴とするアルミニウム合金板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、陽極酸化処理等の表面処理等が施されて建築用内外装パネル、平版印刷版支持
体、日用品、厨房用品等の素材として用いられる、或は表面を研磨・研削したり化学的ま
たは電気化学的なエッチング処理が施されて印刷版用支持体等の素材として用いられる表
面処理用アルミニウム合金板、およびこうしたアルミニウム合金板を製造する為の有用な
方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
表面処理用として使用される工業純度の純アルミニウム系合金板（Ａｌ純度が９９．０％
以上）としては、ＪＩＳ－１１００、１２００、１５００等が知られており、その特性と
しては表面性状が優れていることが要求される。そしてこうした表面性状を評価する為の
具体的な基準としては、▲１▼表面にグレインストリーク等の欠陥が生じない程度に表面
品質が優れていることや、▲２▼加工後の表面においてリビングマークや肌荒れが発生し
ないこと、等が挙げられる。ここでグレインストリークとは、製品にアルマイト処理を施
したときに表面に生じる筋状欠陥であり、リビングマークとは製品に絞り加工を施したと
きに圧延方向に沿って生じるしま状の凹凸である。
【０００３】
ところで、この様なアルミニウム合金板の製造方法としては、ＤＣ鋳造（半連続鋳造）し
た合金鋳塊を、均質化処理、熱間圧延、冷間圧延および焼鈍等の工程によって、或は更に
熱間圧延と冷間圧延の間に中間焼鈍を入れた工程によって製造されるのが一般的である。
そして、こうした工程において上記▲１▼，▲２▼の様な要求特性を満足させる為に、こ
れまで様々な工夫がなされている。
【０００４】
例えば特開昭６４－３１９５４号には、熱間圧延で生じる繊維状組織は焼鈍を行なうだけ
では集合組織として残存し、これがグレインストリーク発生の原因となることが示されて
いる。そして、熱間圧延のパスとパスとの間で再結晶を起こさせて繊維状組織を消滅させ
る方法において、熱間圧延の各パスの圧下量できるだけ大きくすると共に圧延温度を上げ
ることによって、グレインストリークの発生を防止できることが開示されている。またそ
の為の具体的な処理条件として、全圧下量が５０％を超えた後のパス間で３００～４５０
℃の温度で１分間以上保持する処理が行われている。
【０００５】
また特開平３－２０４１０４号、同５－９６７５号、同５－９６７４号および同４－２３
７４５号等には、グレインストリークの発生原因について上記特開昭６４－３１９５４号
と同様の記載が認められるが、その解決手段としては、熱延後に高冷延率を図ることや焼
鈍条件を工夫することが示されている。
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【０００６】
一方、建築用パネルや日用品等では、９０°以上の曲げ加工、張り出し加工、絞り加工が
行われるので、これらの用途に使用されるアルミニウム合金板は、成形加工性や加工後の
表面品質に優れていることが必要であり、これらの特性を改善するには板材の結晶粒径の
微細化が必要であるとされている。また絞り加工時に生じる肌荒は製品の再結晶粒径が大
きいときに生じるとされており、再結晶粒径を小さくすることは上記した肌荒れを防止す
る上でも有用である。
【０００７】
結晶粒径を微細化することによって表面性状を改善するという観点からなされた技術とし
て、例えば特開平５－３２０８３９号の技術も提案されており、この技術では、化学成分
組成を調整すると共に、最終冷間圧延や最終焼鈍条件等を制御することによって結晶粒径
の微細化を達成することが開示されている。
【０００８】
また印刷版用支持体等の素材として用いられる場合の様に、表面を研磨・研削したり化学
的または電気化学的なエッチング処理を施されて使用されるアルミニウム合金板では、そ
の研磨・研削むらやエッチングむらが生じるという問題がある。こうした問題を解決する
技術として、例えば特開平７－２２４３３９号には、結晶粒の寸法や形状を制御すること
が開示されている。更に、アルミニウム板の板厚が薄いものが要求されるにつれて、例え
ば１ｍｍ以下のものでは、板の強度として、強度不足や強度のバラツキという問題も生じ
ることになる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
近年、アルミニウム合金板の表面品質については、要求される特性が益々厳しくなる傾向
にあり、更に表面性状に優れた板が求められる様になっている。しかしながら、これまで
提案されている技術の様に、熱延後の冷間圧延や焼鈍条件を制御したり、或は熱間圧延条
件の一部の制御だけでは、こうした要求に十分に対応できるアルミニウム合金板を得るこ
とができず、表面性状を更に改善する技術の確立が望まれているのが実情である。
【００１０】
本発明は上記の様な事情に着目してなされたものであって、その目的は、グレインストリ
ーク、リビングマークおよび肌荒れ等が発生することなく、また板のエッチング均一性に
も優れた表面処理用アルミニウム合金板、およびその様なアルミニウム合金板を製造する
為の有用な方法を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決することのできた本発明に係るアルミニウム合金板は、０．８質量％以
下（０質量％を含まない）のＦｅおよび０．５質量％以下（０質量％を含まない）のＳｉ
を含有し、残部がＡｌ、および各元素の夫々が０．０５質量％以下で且つ合計で０．１５
質量％以下の不可避不純物からなるアルミニウム合金板であって、集合組織として、Ｓ方
位の方位分布密度が１２以上であり、且つＣｏｐｐｅｒ方位の方位分布密度が１０以上で
ある点に要旨を有するものである。またこのアルミニウム合金板においては、圧延方向に
対して直角方向の結晶平均粒径が７０μｍ以下であることが好ましい。
【００１２】
　本発明で対象とするアルミニウム合金板は、工業純度の純アルミニウム系合金板を想定
したものであり、基本的な成分として０．８質量％以下（０質量％を含まない）のＦｅお
よび０．５質量％以下（０質量％を含まない）のＳｉを含有するものであるが、必要によ
って、下記（ａ）～（ｄ）の成分を含有させることも有用であり、これによってアルミニ
ウム合金板の特性を更に改善することができる。
【００１３】
（ａ）Ｔｉ：０．１質量％以下（０質量％を含まない）および／またはＢ：
０．１質量％以下（０質量％を含まない）、
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（ｂ）Ｃｕ：０．５質量％以下（０質量％を含まない）および／またはＭｎ：
０．５質量％以下（０質量％を含まない）、
（ｃ）Ｍｇ：０．５質量％以下（０質量％を含まない）、
（ｄ）Ｃｒ：０．３質量％以下（０質量％を含まない）および／またはＺｒ：
０．３質量％以下（０質量％を含まない）。
【００１４】
一方、上記の様な本発明のアルミニウム合金板を製造するに当たっては、鋳塊に均熱化熱
処理を施した後、圧延開始温度を４５０℃以下として開始パスから５０ｍ／分以上の圧延
速度で、且つ圧下量３０ｍｍ以上または１パス圧下率３０％以上のどちらかを満足させつ
つ、終了温度を３００～３７０℃とする熱間粗圧延を行ない、引き続き熱間仕上げ圧延の
最終パスにおいて圧延速度が５０ｍ／分以上で仕上げ巻き取り温度を３００℃以下とし、
次いで圧下率４０％以上の冷間圧延を行なった後、中間焼鈍を施して更に５０％以上の圧
延を行なう様にすれば良い。
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明者らは、従来のアルミニウム合金板における表面品質が不十分である原因について
、様々な角度から検討した。その結果、集合組織の制御が十分になされていなかったこと
が、表面性状が悪化する原因であることを突き止めた。また本発明者らが、集合組織を種
々に変化させ、表面性状やエッチングむらの有無との関係について調査し、その発生メカ
ニズムを研究したところ、表面品質を悪化させているのは、或る特定の方位が発達してい
ない為であることが分かった。これらの着想に基づいて、表面性状を良好にする為の具体
的手段について更に検討したところ、上記した様な構成を採用すれば、上記目的が見事に
達成されることを見出し、本発明を完成した。
【００１６】
本発明のアルミニウム合金板は、その集合組織を特定したものであるが、まずアルミニウ
ム合金の持つ結晶面および集合組織について説明する。通常のアルミニウム合金板におい
ては、Ｃｕｂｅ方位、Ｇｏｓｓ方位、Ｂｒａｓｓ方位（以下、この方位を「Ｂ方位」と呼
ぶ）、Ｃｏｐｐｅｒ方位（以下、この方位を「Ｃｕ方位」と呼ぶ）、およびＳ方位と呼ば
れる集合組織を形成し、それらに応じた結晶面が存在する。ここで、集合組織のでき方は
同じ結晶系でも加工法によって異なり、圧延による板材の場合には圧延面と圧延方向で表
す必要がある。圧延面は｛○○○｝で表現され、圧延方向は〈△△△〉で表現される（○
，△は整数を示す）。かかる表現方法に基づいて、各方位は下記の様に表わされる。
Ｃｕｂｅ方位　　　｛００１｝〈１００〉
Ｇｏｓｓ方位　　　｛０１１｝〈１００〉
Ｂ方位　　　　　　｛０１１｝〈２１１〉
Ｃｕ方位　　　　　｛１１２｝〈１１１〉
（若しくはＤ方位｛４４１１｝〈１１　１１　８〉
Ｓ方位　　　　　　｛１２３｝〈６３４〉
【００１７】
尚本発明においては、基本的にこれらの結晶面から±１０°以内の方位のずれは、同一の
結晶面に属するものと定義する。またＢ方位、Ｃｕ方位、Ｓ方位に関しては、各方位間で
連続的に連続的に変化するファイバー集合組織（β -fiber）で存在している。
【００１８】
本発明者らは、結晶面によって強度および研削加工が異なること、および化学的若しくは
電気化学的エッチング速度、陽極酸化処理性・速度が異なることにより、表面の凹凸が変
化して表面品質を悪化させていることを見出した。
【００１９】
本発明では、集合組織の方位分布密度 (Orientation Density) を規定するものであるが、
この方位分布密度の測定には、通常のＸ線回折法を用いて、（１００）、（１１０）、（
１１１）の完全極点図（ Pole Figure ）を測定し、それから結晶方位分布関数（ Orientat
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ion Distribution Function ： ODF ）を用いて、各方位の強度ピーク値の合計に対する各
方位の強度ピークの割合を計算することによって求められる［例えば、長島晋一編著「集
合組織」（丸善株式会社刊） 1984,P8-44、金属期学会セミナー「集合組織」（日本金属学
会編） 1981,P3-7 等］。或いは、ＴＥＭ（ Transmission Electron Microscopy) による電
子線回折法、ＳＥＭ（ Scanning Electron Microscopy)-ＥＣＰ  (Electron Channeling Pa
ttern ) 法、ＳＥＭ - ＥＢＳＰ ( Electron Back Scattering Pattern )等を用いて測定し
たデータに基に結晶方位分布関数を用いて方位密度を求めることができる。またこれらの
方位分布は、板厚方向に変化しているので、板厚方向に何点か任意にとって平均値をとる
ことによって求める。
【００２０】
尚上記結晶方位分布関数とは、結晶方位分布（集合組織）を三次元的に表示するものであ
り、結晶方位を表すのに必要なパラメータとして３個のオイラー角（ Euler angle ）を用
い、これらを直交座標軸とする三次元空間において、空間内の点の関数として極点密度を
表示するものである。
【００２１】
本発明者らは、Ｃｕ方位およびＳ方位における分布密度をある値以上に制御すれば、表面
性状および強度に優れたアルミニウム合金板が得られることを見出した。具体的には、ア
ルミニウム合金板の集合組織として、Ｓ方位の分布密度が１２以上で且つＣｕ方位の分布
密度が１０以上となる様にすれば、上記特性を満足するアルミニウム合金板が得られたの
である。
【００２２】
ところでＳ方位やＣｕ方位の発達は、研削均一性や表面処理性に優れるだけでなく、ムラ
やバラツキをも小さくすることが出来、しかも板の強度をも安定化させる効果もある。し
かしながら、Ｓ方位分布密度が１２未満またはＣｕ方位の分布密度が１０未満になると表
面処理性が劣るだけでなく、板の集合組織として相対的に他の方位の影響が大きくなり、
ムラやバラツキが生じることになる。また板の強度不足といった問題も生じることになる
。これらの方位分布密度の好ましい範囲は、Ｓ方位で１３以上、Ｃｕ方位で１１以上であ
る。
【００２３】
本発明のアルミニウム合金板においては、その結晶の平均粒径が７０μｍ以下であること
が好ましい。この値が７０μｍを超えると、成形加工後の肌荒れの原因になる。この結晶
の平均粒径は、６０μｍ以下であることがより好ましい。尚本発明における「結晶粒径」
とは、圧延直角方向でラインインターセプト法によって測定した値である。
【００２４】
本発明で対象とするアルミニウム合金は、ＪＩＳ－１１００、１２００等の様にＡｌ純度
が９９．０％以上の純アルミニウム系合金を想定したものであり、基本的な成分として少
量のＦｅおよびＳｉを含有するものであるが、その他必要によって下記（ａ）～（ｄ）の
様な元素を添加することも有効である。これらの元素の範囲限定理由は下記に通りである
。
【００２５】
（ａ）Ｔｉ：０．１質量％以下（０質量％を含まない）および／またはＢ：
０．１質量％以下（０質量％を含まない）、
（ｂ）Ｃｕ：０．５質量％以下（０質量％を含まない）および／またはＭｎ：
０．５質量％以下（０質量％を含まない）、
（ｃ）Ｍｇ：０．５質量％以下（０質量％を含まない）、
（ｄ）Ｃｒ：０．３質量％以下（０質量％を含まない）および／またはＺｒ：
０．３質量％以下（０質量％を含まない）。
【００２６】

10

20

30

40

50

(5) JP 3887497 B2 2007.2.28

Ｆｅ：０．８質量％以下（０質量％を含まない）およびＳｉ：０．５質量％以下（０質量
％を含まない）



Ｆｅは製品の焼鈍時に生じる再結晶粒を微細化するのに有効に作用し、成形性の向上と肌
荒れの防止に効果的である。しかしながら、その量が０．８質量％を超えるとその効果が
なくなってしまう。尚Ｆｅ含有量の好ましい下限は０．０１％であり、より好ましいくは
０．１％以上とするのが良い。
【００２７】
Ｓｉは製品の強度を向上させる他、ＬＤＲ（限界絞り比）等の形成性を向上させるのに有
効である。しかしながら、０．５質量％を超えて添加しても成形性の向上が望めないばか
りか、Ａｌ－Ｆｅ－Ｓｉ系の金属間化合物を生じ、加えてアルマイト色調むらが生じ易く
なる。尚Ｓｉ含有量の好ましい下限は０．００３％であり、より好ましくは０．０１％以
上とするのが良い。
【００２８】

ＴｉおよびＢは、鋳造組織の微細化や圧延板の再結晶粒微細化に有効に作用する。しかし
ながら、いずれも０．１質量％を超えて含有させても上記効果が飽和するばかりでなく、
粗大なＡｌ－Ｔｉ系化合物を形成してその化合物が圧延板に筋状に分布して陽極酸化処理
皮膜に欠陥を与えることにもなる。尚Ｔｉ添加は、Ｔｉ単独だけではなく、Ｔｉ－Ｂ複合
化合物として添加する方法もあるが、この場合でも上記範囲に調整することに変わりがな
い。またＴｉおよびＢの好ましい下限は、いずれも０．０００１％であり、好ましい上限
はいずれも０．０９％である。
【００２９】

ＣｕとＭｎは、絞り加工性や耳率のばらつきを安定させ、成形性を向上させる作用を発揮
する。またＣｕは強度向上にも寄与する元素である。しかしながら、その量がいずれも０
．５質量％を超えるとその効果が飽和する。尚ＣｕおよびＭｎの好ましい下限は、いずれ
も０．０００１％であり、好ましい上限はいずれも０．４％である。
【００３０】

Ｍｇは、強度向上に寄与する元素であるが、その量が０．５質量％を超えるとその効果が
飽和する。尚Ｍｇの好ましい下限は、０．０００１％であり、好ましい上限は０．４％で
ある。
【００３１】

ＣｒとＺｒは、結晶粒の安定化に寄与する元素であるが、その量がいずれも０．３質量％
を超えるとその効果が飽和する。尚ＣｒおよびＺｒの好ましい下限は、いずれも０．００
０１％であり、好ましい上限はいずれも０．２％である。
【００３２】
　本発明のアルミニウム合金においては、上記以外の添加元素として或は不可避不純物元
素として、夫々０．０５質量％以下で且つ合計で０．１５質量％以下であれば、それらの
元素は本発明の特性に影響を及ぼさないので添加されても構わない。こうした成分として
、Ｚｎ，Ｎｉ，Ｖ，Ｂｅ，Ｂｉ，Ｓｎ，Ｐｂ，Ｇａ等が挙げられる。
【００３３】
次に、上記の様な要件を満足するアルミニウム合金板を製造する方法について説明する。
まず本発明に用いる合金鋳塊は通常のＤＣ鋳造法によって製造されたもので良い。この合
金鋳塊は均熱化処理が施されるが、均熱化処理は面削後に熱間圧延前の加熱を兼ねて行な
っても良いし、均質化処理として熱間圧延の加熱の前に行なっても良い。尚予め均質化処
理を行ない、その後面削して再加熱した後熱間圧延を行なうと、圧延前の鋳塊表面の酸化
皮膜が少なくなるので表面品質の向上に効果的である。
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Ｔｉ：０．１質量％以下（０質量％を含まない）および／またはＢ：０．１質量％以下（
０質量％を含まない）

Ｃｕ：０．５質量％以下（０質量％を含まない）および／またはＭｎ：０．５質量％以下
（０質量％を含まない）

Ｍｇ：０．５質量％以下（０質量％を含まない）

Ｃｒ：０．３質量％以下（０質量％を含まない）および／またはＺｒ：０．３質量％以下
（０質量％を含まない）



【００３４】
熱間圧延は、熱間粗圧延と熱間仕上げ圧延とからなるが、これらは夫々異なった圧延機で
行なうことが必要である。即ち、本発明は粗圧延開始から終了まで、仕上げ圧延に移行す
る間に再結晶を制御し、グレインストリークとリビングマークの発生を抑えるものであり
、その為には熱間粗圧延と熱間仕上げ圧延を夫々異なった圧延機で行なうのが好都合だか
らである。
【００３５】
本発明では、熱間粗圧延の条件を開始温度：４５０℃以下、開始パスから５０ｍ／分以上
の圧延速度、且つ圧下量：３０ｍｍ以上または１パス圧下率：３０％以上、終了温度：３
００～３７０℃とする。また熱間仕上げ圧延では、最終パスにおいて圧延速度が５０ｍ／
分以上、仕上げ巻き取り温度を３００℃以下とする。更に、後工程では、圧下率：４０％
以上の冷間圧延を行なった後、中間焼鈍を施し、更に５０％以上の圧延を行なうものであ
る。こうした条件を設定することにより、グレインストリークとリビングマークの発生を
防止し、またピックアップレベルの向上および製品特性のコイル内バラツキなくす効果も
発揮する。そして、これらの結果として、強度と表面性状の優れた板を得られるのである
。
【００３６】
本発明は、表面性状に関わる組織因子を熱間圧延の開始条件から制御し、本質的な改善を
試みたものであるが、上記の熱間粗圧延条件によって特性が向上する理由については、次
の様に考えることができる。即ち、上記の様にＳ方位、Ｃ方位の集合組織を制御する為に
は、粗圧延時の結晶粒径の微細化が必要である。この点に関して従来技術では、最終パス
付近の温度や圧下率の制御によって達成されていたが、本発明では更に粗圧延の開始条件
から最終パス付近の温度に至るまでの一連の条件を制御することによって、結晶方位密度
を適切に制御することに成功したのである。また本発明は熱間圧延開始からの組織微細化
を図るものであるので、熱延中の析出も均一に生じ、ロット内の特性のばらつき低減にも
大きな効果を示すことになる。
【００３７】
まず熱間粗圧延の開始温度が４５０℃を超えると、粗圧延前半で同一の結晶面の集合体を
生成して好ましくない。即ち、圧延開始温度を４５０℃以下とするのは、表層部に微細な
再結晶粒を生じさせてグレインストリークやピックアップレベルを向上させる為である。
この熱間粗圧延の開始温度は、好ましくは４３０℃以下とするのが良い。
【００３８】
粗圧延の開始パスからの圧延速度は、５０ｍ／分以上とする必要がある。圧延速度が５０
ｍ／分未満になると、圧延時の表面部に導入される歪や歪速度が小さくなり、パス間に生
じる再結晶粒径が粗大化し、同一結晶方位の集合体の元を形成してしまうことになる。こ
の圧延速度は、より好ましくは６０ｍ／分以上とすることが推奨される。
【００３９】
粗圧延条件として、圧下量３０ｍｍ以上または１パスの圧下率３０％以上の少なくともど
ちらかの条件を満足する必要がある。この要件は、表面部に大きな歪みまたは歪速度で加
工を施すことによって、結晶方位を分散させるという観点から重要である。上記条件は、
粗圧延の開始から終了までいずれかの条件を満足させる必要がある。これらの条件のより
好ましい範囲は、圧下量：４０ｍｍ以上、１パスの圧下率：３５％以上である。尚各圧延
パスの圧下率とは、１回の圧延パス前後の板厚を夫々ｔ n  ，ｔ n + 1  としたとき、｛（ｔ n  
－ｔ n + 1  ）／ｔ n  ｝×１００（％）で表したものである。
【００４０】
次に、粗圧延の終了温度は、３００～３７０℃とする必要がある。この温度が３００℃未
満になると、表面部で微細な再結晶粒が生じない。一方、この温度が３７０℃を超えると
、結晶粒成長や粒界移動等によって所定の結晶方位密度が発達しない。この温度のより好
ましい下限は３１０℃であり、より好ましい上限は３６０℃である。またこの様な温度制
御は、最終パスの速度やパス後の水冷制御によって達成することができる。
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【００４１】
熱間圧延仕上げ条件については、最終パスにおいて、圧延速度を５０ｍ／分以上、仕上げ
圧延温度を３００℃以下とする必要がある。仕上げ圧延速度が変化すると、板厚方向への
歪分布が異なってくるので、圧延速度はできるだけ一定であることが好ましいが、この圧
延速度が５０ｍ／分未満では表面に十分な歪を導入することができず、高品質の表面性状
が得られなくなり、また不均一な歪分布が生じ、バラツキが発生する原因となる。一方、
仕上げ巻取り温度が３００℃を超えると、板表面部で再結晶のムラや混合組織が生じ、表
面性状を悪化させる。
【００４２】
熱間仕上げ圧延の後の終了板厚は、製品の板厚によって定まるが、本発明の冷間圧延条件
を実施できる板厚であれば良く、通常適用される製品板厚である０．１～６ｍｍ程度に対
して通常２．５～１２ｍｍ程度である。
【００４３】
熱間圧延以降では、各用途毎の製品に要求される板厚や強度の面からして、冷間圧延材や
再結晶焼鈍材と様々なものとなる。そして従来技術では、後工程で冷間圧延・焼鈍の工程
を２回行なう等、その工程数を増やす程グレインストリークやリビングマーク等の発生を
回避する方法が採用されており、これらの方法であれば表面品質は確かに良好になるので
あるが、工程数を増やす程コスト高となり、好ましくない。
【００４４】
これに対し本発明では、熱間圧延条件を適切にすることによって、組織を根本的に制御し
ているので、後工程で行なう焼鈍は１回で良い。具体的には、熱間圧延後の条件は、４０
％以上の冷間圧延の後、中間焼鈍を経て５０％以上の最終冷間圧延によって製品板とする
。このときの中間焼鈍条件については、完全に再結晶を生じる温度であれば、得に限定さ
れるものではないが、過度の焼鈍は結晶粒成長や粒界移動による同一結晶面の成長が起こ
り、集合体を生成してしまうことになる。通常、徐加熱焼鈍になるバッチ式の焼鈍であれ
ば、３００～４５０℃で０．５～６時間程度であれば良いし、連続式の焼鈍（ＣＡＬ）で
あれば４３０～５８０℃で０．３～６０秒程度であれば良い。但し、低コストであるとい
う観点からすれば、バッチ焼鈍であることが好ましい。
【００４５】
以下、本発明を実施例によって更に詳細に説明するが、下記実施例は本発明を限定する性
質のものではなく、前・後記の趣旨に徴して設計変更することはいずれも本発明の技術的
範囲に含まれるものである。
【００４６】
【実施例】
実施例１
下記表１に示す化学成分組成のアルミニウム合金を通常のＤＣ鋳造によって厚さ：５０ｍ
ｍ，幅：１５００ｍｍの鋳塊を鋳造した。
【００４７】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４８】
次に、上記合金鋳塊に対して、均質化処理（５９０℃×４時間）を施した後、面削だけ、
または面削の後に再度均質化処理を施し、その後熱間圧延に供する為に、加熱または炉冷
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して下記表２に示す様に熱間圧延条件を変えて、アルミニウム合金板（コイル）を得た。
また表３には、熱間後の工程・条件と共に、下記の方法によって測定した結晶粒径、およ
びＣｕ方位分布密度、Ｓ方位分布密度等についても示した。
【００４９】
（結晶粒径）
板表面を約０．０５～０．１ｍｍまで機械研磨した後、電解エッチングし、光学顕微鏡（
偏光板使用）を用いて観察し、圧延直角方向でラインインターセプト法にて結晶粒径粒を
測定した。
【００５０】
（結晶方位分布密度）
集合組織の結晶方位分布密度は、Ｘ線回折法により測定し、得られた三次元方位分布関数
によって、各方位の結晶方位密度を求めた。
【００５１】
【表２】
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【００５２】
【表３】
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【００５３】
得られた各コイルの長さ方向の前、中、後部での幅方向の端部と中心の夫々について、グ
レインスリトーク、リビングマーク、肌荒れ等の特性について、下記の方法で調査した。
これらの結果を、下記表４に示す。
【００５４】
（特性の調査方法）
グレインストークスについては、板を王水でエッチングした後に目視でその表面性状を観
察し、下記の基準で評価した。またリビングマークおよび肌荒れについては、ブランク径
：６１ｍｍ、ポンチ径：３３ｍｍでカップを絞った後、目視でその表面性状を観察し、下
記の基準で評価した。
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(1) グレインストリーク、エッチングむら
◎：良好、　○：可、　△：悪い、　×：非常に悪い
(2) リビングマークおよび肌荒れ
◎：発生なし、　○：軽度に発生、　△：発生、　×：強く発生
【００５５】
【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５６】
実施例２
下記表５に示す化学成分組成のアルミニウム合金を造塊後、５９０℃×４時間の条件で均
質化処理を施した後、熱間圧延で４．５ｍｍ厚さの板とし、７０％冷延後、４２０℃の中
間焼鈍（連続式ＣＡＬ）を施し、その後７５％の冷間圧延後０．３ｍｍ厚さの板材にした
。
【００５７】
得られた各コイルの長さ方向の前、中、後部での幅方向の端部と中心の夫々について、グ
レインストリーク、リビングマーク、肌荒れ等の特性について調査した。これらの結果を
、下記表６に示す。
【００５８】
【表５】
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【００５９】
【表６】
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【００６０】
これらの結果から明らかな様に、本発明で規定する要件を満足する実施例のものは、グレ
インストリーク、エッチング特性に優れ、絞り加工においてリビングマークや肌荒れ等が
生じずに、表面性状に優れていることが分かる。
【００６１】
図１に、種々の製造条件および成分における結晶方位密度の変化の一例［オイラー角 (Eul
er angle) と結晶方位密度 (Orientation density) の関係］を示した。
【００６２】
【発明の効果】
本発明は以上の様に構成されており、グレインストリーク等の特性に優れ、絞り加工にお
いてリビングマークや肌荒れ等が生じることなく、それら特性のコイル内でのばらつきが
少ない表面処理用アルミニウム合金が実現できた。
【図面の簡単な説明】
【図１】種々の製造条件および成分における結晶方位密度の変化の一例を示すグラフであ
る。
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【 図 １ 】
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